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介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の概要について

これまでの主な経過と事業実施に向けた今後の予定

１０月１５日 地域包括支援センター・ケアマネジャー向け説明会（エポック中原）
・アンケート調査実施

１０月３０日 集団指導講習会にて「川崎市総合事業素案」事業者説明会（教育文化会館）

・素案に対する意見募集開始～

１２月～ 区役所・地域包括支援センターに説明会等実施

２月８日 平成２８年度川崎市予算案発表

２月～３月 区役所向け詳細事務等説明会

２月１２日・１５日（予定）地域包括支援センター・ケアマネジャー・事業者（ＮＰＯ等団体含む）向け

「川崎市総合事業施行案」及び詳細事務等説明会

３月～ 利用者向けリーフレット関係機関に配布・「市政だより」等広報開始

３月上旬（予定） 一般介護予防事業「地域介護予防活動支援事業補助金」内容説明会

３月２３日（予定）介護保険運営協議会合同会議

４月１日～ 川崎市総合事業実施

平成２８年度中～ ヒアリング等による事業検証を行い、適宜事業の見直しを行なう

多様なサービス実施主体の参入確保に向けた取組み
① 「住民主体の活動」等について、区と協働して実施主体となりうる団体の把握を行う
② 既存の介護事業所や関係団体に対し事業実施に向けた意見交換を行う
③ ＮＰＯ、住民団体、民間企業に対して引き続き、積極的に働きかけを行う

１０月３０日事業者説明会にて意見募集、ヒアリング等を踏まえ素案を次のとおり変更・修正

●訪問サービス類型（資料２）
①現行の利用実態等から１週あたり３０分・６０分・９０分・１２０分⇒６０分・１２０分・１２０分超に変更
②要支援１の方で週２回程度訪問が必要な方のため最大提供時間を週６０分まで⇒週１２０分までに変更
③要支援２の方で週２回を超えて訪問が必要な方のため週１２０分以上の単価を新たに設定

●通所サービス類型（資料３）
提供時間下限未記載⇒提供時間の下限設定
・介護予防通所サービス（現行相当サービス）については利用実態等から提供時間を３時間以上に修正
・介護予防短時間通所サービス（基準緩和サービス）について提供時間を１．５時間以上に修正

●その他
通所型サービスの単価設定について
国保連合会への電算請求コード数等の関係から送迎・入浴加算を基本報酬のなかで設定

平成28年度～川崎市の総合事業の構成 今後の予定

素案（平成27年9月）からの変更点

資料 １

介護予防訪問介護
（要支援者）

現行相当サービス

基準緩和サービス

スーパー基準緩和
サービス

介護予防通所介護
（要支援者）

現行相当サービス

基準緩和サービス

スーパー基準緩和
サービス

●現行と同様のサービス内容とし、報酬単価を１週あたりの報酬に換算した単
価を設定し、出来高報酬に変更する。
【実施主体】訪問介護事業者

●現行と同様のサービス内容とし、資格要件を緩和することで、１週あたりの
単価を現行相当サービスの７０％に設定する。
【実施主体】訪問介護事業者

●既存の民間サービスを活用し、指定事業者として位置づける。給付対象とせ
ず、市は原則広告・宣伝のみ行う。
【実施主体】介護事業者の自費サービス・宅配業者・家事代行業者など

●現行と同様のサービス内容とし、報酬単価を１回あたりの報酬に換算し
た単価を設定し、出来高報酬に変更する。
【実施主体】通所介護事業者

●現行と同様のサービス内容とし、人員基準を緩和し、新たに短時間の
サービスを設定する。
【実施主体】通所介護事業者・フィットネスクラブなど

●既存の民間サービスを活用し、指定事業者として位置づける。給付対象と
せず、市は原則広告・宣伝のみ行う。
【実施主体】フィットネスクラブ・趣味の教室など

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防事業
・二次予防事業
・一次予防事業
（全ての高齢者）

一般介護予防事業

●主な事業
・介護予防教室等実施事業（いこい元気広場事業など）
・地域介護予防活動支援事業（各区それぞれの取組・支援活動）
・地域介護予防活動支援事業補助金（通いの場拡充のための補助）
・多様なサービス実施主体推進事業（住民主体等によるモデル事業等）
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※見直し後のサービス名称は、今後検討する。
※実施主体は、現在のところ想定している事業者等である。
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川崎市：２９年度
総合事業へ完全移行

国：予防給付
メニューから
「訪問介護」
「通所介護」
を廃止

地
域
介
護
予
防
活
動

支
援
事
業
補
助
金
説
明

決定事項

報告・承



素案（平成２７年９月） 平成２８年４月施行案

介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の訪問サービス類型 資料 ２

１単位 11.12円 １単位 11.12円

※サービス名称については、仮称であり今後検討する。



介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の通所サービス類型 資料 3

平成２８年４月施行案素案（平成２７年９月）

１単位10.72円

※国保連合会への加算用請求コード数の関係から基本報酬のなかで送迎・入浴を反映することに修正
●サービス名称については、仮称であり今後検討する。

１単位10.72円


